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(57)【要約】
【課題】コネクタ全体の抵抗値を抑えつつ大電流を流す
電源接続機能と共に、接続対象物のハウジング内での仮
固定を可能にする固定機能を備えた電源コンタクトを備
えることで、ダウンサイジングを達成する。
【解決手段】接続対象物(F)と嵌合するコネクタ(100)は
、接続対象物用の嵌合口(11)を有するハウジング(1)と
、ハウジングに並列配置状態で保持される信号コンタク
ト(2,3)と、信号コンタクトに対して押圧可能な押圧部
材(6)とを備え、ハウジング(1)の、信号コンタクト両端
側位置に、信号コンタクトと並んで保持され、厚さ寸法
が、信号コンタクトより大きく、押圧部材によって信号
コンタクトと共に押圧される、電源接続機能を備える電
源コンタクト(4,5)を備え、電源コンタクトは、電源接
続機能だけでなく、信号コンタクトに対する接続対象物
の正規挿入位置での仮固定と、押圧部材による押圧状態
での接続対象物の挟持固定との機能を備える固定機能付
き電源コンタクト(4)を有する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続対象物と着脱自在に嵌合するコネクタであって、
　前記接続対象物が挿抜される嵌合口を有するハウジングと、
　該ハウジングに並列配置状態で保持される所要数の信号コンタクト（ＳＣ）と、
　該信号コンタクト（ＳＣ）に対して押圧可能な形状部位を有する押圧部材と、
を備えるコネクタにおいて、
　前記ハウジングの、前記所要数の信号コンタクト（ＳＣ）を挟む両端側位置に、前記信
号コンタクト（ＳＣ）と並んで保持され、厚さ寸法が、前記信号コンタクト（ＳＣ）の厚
さ寸法よりも大きく、前記押圧部材によって前記信号コンタクト（ＳＣ）と共に一緒に押
圧されるように構成され、電源接続機能を備える少なくとも１対の電源コンタクト（ＰＣ
）をさらに備え、
　該少なくとも１対の電源コンタクト（ＰＣ）は、前記電源接続機能だけではなく、前記
信号コンタクト（ＳＣ）に対する前記接続対象物の正規挿入位置での仮固定と、前記押圧
部材で押圧した状態での前記接続対象物の挟持固定との機能をも兼ね備える固定機能付き
電源コンタクト（ＬＰＣ）を有することを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記少なくとも１対の電源コンタクト（ＰＣ）は、
　前記１対の固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）と前記所要数の信号コンタクト（Ｓ
Ｃ）との間に、又は前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）の外側にそれぞれ位置す
る少なくとも１対の単純電源コンタクト（ＮＰＣ）とをさらに有することを特徴とする請
求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）は、
　前記接続対象物の両面のうち、片面と接触する接触部（ＬＰＣ１）と、
　挿入された前記接続対象物に形成してなる被係止部に対応する位置に、該被係止部に向
かって突出する形状をもつ係止部（ＬＰＣ２）と、
　前記接触部（ＬＰＣ１）及び前記係止部（ＬＰＣ２）を連結する連結部（ＬＰＣ５）と
、
　該連結部（ＬＰＣ５）の一端側から前記嵌合口とは反対側に延在し、前記押圧部材によ
って押圧される押受部（ＬＰＣ３）と、
　前記連結部（ＬＰＣ５）の他端側から前記嵌合口とは反対側に延在し、基板に接続する
接続部（ＬＰＣ４）と、
を有することを特徴とする請求項１又は２に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）の、前記接続部（ＬＰＣ４）と前記連結部
（ＬＰＣ５）との間に位置する部分は、幅寸法が前記厚さ寸法以上であることを特徴とす
る請求項３に記載のコネクタ。
【請求項５】
　前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）は、
　前記接続対象物の両面のうち、片面と接触する接触部（ＬＰＣ１）と、
　挿入された前記接続対象物に形成してなる被係止部に対応する位置に、該被係止部に向
かって突出する形状をもつ係止部（ＬＰＣ２）と、
　前記接触部（ＬＰＣ１）及び前記係止部（ＬＰＣ２）を連結する連結部（ＬＰＣ５）と
、
　該連結部（ＬＰＣ５）の一端側から前記嵌合口とは反対側に延在し、前記押圧部材によ
って押圧される押受部（ＬＰＣ３）と、
　前記連結部（ＬＰＣ５）の他端側から前記嵌合口側に向かって延在し、基板に接続する
接続部（ＬＰＣ４）と、
を有することを特徴とする請求項１又は２に記載のコネクタ。
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【請求項６】
　前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）は、前記係止部（ＬＰＣ２）と前記連結部
（ＬＰＣ５）との間に、前記接触部（ＬＰＣ１）が接触する前記接続対象物の面とは異な
る面と接触する対向接触部（ＬＰＣ６）をさらに有することを特徴とする請求項３、４又
は５に記載のコネクタ。
【請求項７】
　前記押圧部材は、
　前記信号コンタクト（ＳＣ）及び前記電源コンタクト（ＰＣ）を押圧せずに前記接続対
象物の前記ハウジングへの挿抜を可能にする押圧解除完了位置から、前記信号コンタクト
（ＳＣ）及び前記電源コンタクト（ＰＣ）を押圧して、前記正規挿入位置にある前記接続
対象物に対する前記信号コンタクト（ＳＣ）及び前記電源コンタクト（ＰＣ）の押圧接触
状態を安定保持する押圧完了位置までの回動範囲で回動し、前記接続対象物が前記正規挿
入位置において固定されることを特徴とする請求項３から６までのいずれか１項に記載の
コネクタ。
【請求項８】
　前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）の前記押受部（ＬＰＣ３）の、前記押圧部
材が少なくとも押圧接触する部分が、フラットに形成されていることを特徴とする請求項
７に記載のコネクタ。
【請求項９】
　前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）は、前記押受部（ＬＰＣ３）の先端部に、
前記押圧部材の押圧による反発力に起因して、前記押圧部材が前記ハウジングの前記嵌合
口とは反対側の方向に膨れ移動することを防止する膨れ防止手段をさらに有することを特
徴とする請求項７又は８に記載のコネクタ。
【請求項１０】
　前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）は、
　前記正規挿入位置にある前記接続対象物の両面のうち、片面と接触する接触部（ＮＰＣ
１）と、
　前記押圧部材によって押圧される押受部（ＮＰＣ２）と、
　基板に接続する接続部（ＮＰＣ３）と、
　前記接触部（ＮＰＣ１）、前記押受部（ＮＰＣ２）及び前記接続部（ＮＰＣ３）を連結
する連結部（ＮＰＣ４）と、
を有し、
　前記接触部（ＮＰＣ１）及び前記押受部（ＮＰＣ２）は、前記連結部（ＮＰＣ４）の一
端側から互いに反対側に延在し、
　前記接続部（ＮＰＣ３）は、前記連結部（ＮＰＣ４）の他端側から前記嵌合口とは反対
側に延在していることを特徴とする請求項２に記載のコネクタ。
【請求項１１】
　前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）の、前記接続部（ＮＰＣ３）と前記連結部（ＮＰＣ
４）との間に位置する部分は、幅寸法が前記厚さ寸法以上であることを特徴とする請求項
１０に記載のコネクタ。
【請求項１２】
　前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）は、
　前記正規挿入位置にある前記接続対象物と接触する接触部（ＮＰＣ１）と、
　前記押圧部材によって押圧される押受部（ＮＰＣ２）と、
　基板に接続する接続部（ＮＰＣ３）と、
　前記接触部（ＮＰＣ１）、前記押受部（ＮＰＣ２）及び前記接続部（ＮＰＣ３）を連結
する連結部（ＮＰＣ４）と、
を有し、
　前記接触部（ＮＰＣ１）及び前記押受部（ＮＰＣ２）は、前記連結部（ＮＰＣ４）の一
端側から互いに反対側に延在し、
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　前記接触部（ＮＰＣ１）は前記連結部（ＮＰＣ４）の他端側から前記嵌合口側に向かっ
て延在していることを特徴とする請求項２に記載のコネクタ。
【請求項１３】
　前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）は、前記接触部（ＮＰＣ１）が接触する前記接続対
象物の面とは異なる面と接触する対向接触部（ＮＰＣ５）を有することを特徴とする請求
項１０、１１又は１２に記載のコネクタ。
【請求項１４】
　前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）の前記押受部（ＮＰＣ２）の、前記押圧部材が少な
くとも押圧接触する部分が、フラットに形成されていることを特徴とする請求項１０から
１３までのいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項１５】
　前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）は、前記押受部（ＮＰＣ２）の先端部に、前記押圧
部材の押圧による反発力に起因して、前記押圧部材が前記ハウジングの前記嵌合口とは反
対側の方向に膨れ移動することを防止する膨れ防止手段を有することを特徴とする請求項
１０から１４までのいずれか１項に記載のコネクタ。
【請求項１６】
　前記ハウジングは、該ハウジングの高さ方向に対向する内面に形成され、全ての前記コ
ンタクトを個別に保持する複数本の溝を有することを特徴とする請求項１から１５までの
いずれか１項に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話やノートパソコンやデジタルカメラ等の電子機器に使用されるコネ
クタに関し、特にフレキシブルプリント基板やフレキシブルフラットケーブルのような接
続対象物と接続して大電流を流すことを可能にするコネクタの構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　接続対象物と着脱自在に嵌合するコネクタとして、ハウジングと、ハウジング内で交互
に並列保持されている複数の端子（コンタクト）と、コンタクトの並列方向両端のコンタ
クトに近接して設けられた金具と、ハウジングに回動自在に支持されている加圧部材（押
圧部材）とを有するコネクタが知られている（例えば、特許文献１参照）。
　この特許文献１には、電流を流したい場合、複数のコンタクトのうち電流信号を受信す
る信号コンタクト以外のコンタクトを、電源電流を流すための電源コンタクトとして用い
たコネクタの構成が開示されている。さらに、コネクタに比較的大きな電流を流す必要が
ある場合には、流す電流値に応じて電源コンタクトの数を増やして並列接続させる構成を
採用するのが一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２１２２６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、コネクタに大電流を流す場合に、並列接続する電源用のコンタクト数を
単純に増やすだけの構成では、コネクタが全体的にコンタクトの並列方向に寸法が大きく
なり、回路基板上におけるコネクタの占有面積も増加し、コネクタの省スペース化という
点において改良の余地があった。
　また、単に、信号コンタクトと同じ構成の端子の配設数を、流す電流値に応じて増やし
て電源コンタクトに転用する構成では、通電可能な電流値を有効に高めることはできず、
改善の余地があった。
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【０００５】
　そこで、本発明の目的は、コネクタに内蔵されるコンタクトの適正化を図って、コネク
タ全体の抵抗値を抑えつつ大電流を流す電源接続機能と共に、接続対象物のハウジング内
での仮固定を可能にする固定機能を兼備した電源コンタクトを備えることで、ダウンサイ
ジングを達成することができるコネクタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の要旨構成は以下の通りである。
【０００７】
（１）接続対象物と着脱自在に嵌合するコネクタであって、前記接続対象物が挿抜される
嵌合口を有するハウジングと、該ハウジングに並列配置状態で保持される所要数の信号コ
ンタクト（ＳＣ）と、該信号コンタクト（ＳＣ）に対して押圧可能な形状部位を有する押
圧部材と、を備えるコネクタにおいて、前記ハウジングの、前記所要数の信号コンタクト
（ＳＣ）を挟む両端側位置に、前記信号コンタクト（ＳＣ）と並んで保持され、厚さ寸法
が、前記信号コンタクト（ＳＣ）の厚さ寸法よりも大きく、前記押圧部材によって前記信
号コンタクト（ＳＣ）と共に一緒に押圧されるように構成され、電源接続機能を備える少
なくとも１対の電源コンタクト（ＰＣ）をさらに備え、該少なくとも１対の電源コンタク
ト（ＰＣ）は、前記電源接続機能だけではなく、前記信号コンタクト（ＳＣ）に対する前
記接続対象物の正規挿入位置での仮固定と、前記押圧部材で押圧した状態での前記接続対
象物の挟持固定との機能をも兼ね備える固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）を有する
ことを特徴とするコネクタである。
【０００８】
（２）前記少なくとも１対の電源コンタクト（ＰＣ）は、前記１対の固定機能付き電源コ
ンタクト（ＬＰＣ）と前記所要数の信号コンタクト（ＳＣ）との間に、又は前記固定機能
付き電源コンタクト（ＬＰＣ）の外側にそれぞれ位置する少なくとも１対の単純電源コン
タクト（ＮＰＣ）をさらに有することを特徴とする上記（１）に記載のコネクタである。
【０００９】
（３）前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）は、前記接続対象物の両面のうち、片
面と接触する接触部（ＬＰＣ１）と、挿入された前記接続対象物に形成してなる被係止部
に対応する位置に、該被係止部に向かって突出する形状をもつ係止部（ＬＰＣ２）と、前
記接触部（ＬＰＣ１）及び前記係止部（ＬＰＣ２）を連結する連結部（ＬＰＣ５）と、該
連結部（ＬＰＣ５）の一端側から前記嵌合口とは反対側に延在し、前記押圧部材によって
押圧される押受部（ＬＰＣ３）と、前記連結部（ＬＰＣ５）の他端側から前記嵌合口とは
反対側に延在し、基板に接続する接続部（ＬＰＣ４）と、を有することを特徴とする上記
（１）又は（２）に記載のコネクタである。
【００１０】
（４）前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）の、前記接続部（ＬＰＣ４）と前記連
結部（ＬＰＣ５）との間に位置する部分は、幅寸法が前記厚さ寸法以上であることを特徴
とする上記（３）に記載のコネクタである。
【００１１】
（５）前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）は、前記接続対象物の両面のうち、片
面と接触する接触部（ＬＰＣ１）と、挿入された前記接続対象物に形成してなる被係止部
に対応する位置に、該被係止部に向かって突出する形状をもつ係止部（ＬＰＣ２）と、前
記接触部（ＬＰＣ１）及び前記係止部（ＬＰＣ２）を連結する連結部（ＬＰＣ５）と、該
連結部（ＬＰＣ５）の一端側から前記嵌合口とは反対側に延在し、前記押圧部材によって
押圧される押受部（ＬＰＣ３）と、前記連結部（ＬＰＣ５）の他端側から前記嵌合口側に
向かって延在し、基板に接続する接続部（ＬＰＣ４）と、を有することを特徴とする上記
（１）又は（２）に記載のコネクタである。
【００１２】
（６）前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）は、前記係止部（ＬＰＣ２）と前記連
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結部（ＬＰＣ５）との間に、前記接触部（ＬＰＣ１）が接触する前記接続対象物の面とは
異なる面と接触する対向接触部（ＬＰＣ６）をさらに有することを特徴とする上記（３）
、（４）又は（５）に記載のコネクタである。
【００１３】
（７）前記押圧部材は、前記信号コンタクト（ＳＣ）及び前記電源コンタクト（ＰＣ）を
押圧せずに前記接続対象物の前記ハウジングへの挿抜を可能にする押圧解除完了位置から
、前記信号コンタクト（ＳＣ）及び前記電源コンタクト（ＰＣ）を押圧して、前記正規挿
入位置にある前記接続対象物に対する前記信号コンタクト（ＳＣ）及び前記電源コンタク
ト（ＰＣ）の押圧接触状態を安定保持する押圧完了位置までの回動範囲で回動し、前記接
続対象物が前記正規挿入位置において固定されることを特徴とする上記（３）から（６）
までのいずれか１つに記載のコネクタである。
【００１４】
（８）前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）の前記押受部（ＬＰＣ３）の、前記押
圧部材が少なくとも押圧接触する部分が、フラットに形成されていることを特徴とする上
記（７）に記載のコネクタである。
【００１５】
（９）前記固定機能付き電源コンタクト（ＬＰＣ）は、前記押受部（ＬＰＣ３）の先端部
に、前記押圧部材の押圧による反発力に起因して、前記押圧部材が前記ハウジングの前記
嵌合口とは反対側の方向に膨れ移動することを防止する膨れ防止手段をさらに有すること
を特徴とする上記（７）又は（８）に記載のコネクタである。
【００１６】
（１０）前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）は、前記正規挿入位置にある前記接続対象物
の両面のうち、片面と接触する接触部（ＮＰＣ１）と、前記押圧部材によって押圧される
押受部（ＮＰＣ２）と、基板に接続する接続部（ＮＰＣ３）と、前記接触部（ＮＰＣ１）
、前記押受部（ＮＰＣ２）及び前記接続部（ＮＰＣ３）を連結する連結部（ＮＰＣ４）と
、を有し、前記接触部（ＮＰＣ１）及び前記押受部（ＮＰＣ２）は、前記連結部（ＮＰＣ
４）の一端側から互いに反対側に延在し、前記接続部（ＮＰＣ３）は、前記連結部（ＮＰ
Ｃ４）の他端側から前記嵌合口とは反対側に延在していることを特徴とする上記（２）に
記載のコネクタである。
【００１７】
（１１）前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）の、前記接続部（ＮＰＣ３）と前記連結部（
ＮＰＣ４）との間に位置する部分は、幅寸法が前記厚さ寸法以上であることを特徴とする
上記（１０）に記載のコネクタである。
【００１８】
（１２）前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）は、前記正規挿入位置にある前記接続対象物
と接触する接触部（ＮＰＣ１）と、前記押圧部材によって押圧される押受部（ＮＰＣ２）
と、基板に接続する接続部（ＮＰＣ３）と、前記接触部（ＮＰＣ１）、前記押受部（ＮＰ
Ｃ２）及び前記接続部（ＮＰＣ３）を連結する連結部（ＮＰＣ４）と、を有し、前記接触
部（ＮＰＣ１）及び前記押受部（ＮＰＣ２）は、前記連結部（ＮＰＣ４）の一端側から互
いに反対側に延在し、前記接触部（ＮＰＣ１）は前記連結部（ＮＰＣ４）の他端側から前
記嵌合口側に向かって延在していることを特徴とする上記（２）に記載のコネクタである
。
【００１９】
（１３）前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）は、前記接触部（ＮＰＣ１）が接触する前記
接続対象物の面とは異なる面と接触する対向接触部（ＮＰＣ５）を有することを特徴とす
る上記（１０）、（１１）又は（１２）に記載のコネクタである。
【００２０】
（１４）前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）の前記押受部（ＮＰＣ２）の、前記押圧部材
が少なくとも押圧接触する部分が、フラットに形成されていることを特徴とする上記（１
０）から（１３）までのいずれか１つに記載のコネクタである。
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【００２１】
（１５）前記単純電源コンタクト（ＮＰＣ）は、前記押受部（ＮＰＣ２）の先端部に、前
記押圧部材の押圧による反発力に起因して、前記押圧部材が前記ハウジングの前記嵌合口
とは反対側の方向に膨れ移動することを防止する膨れ防止手段を有することを特徴とする
上記（１０）から（１４）までのいずれか１つに記載のコネクタである。
【００２２】
（１６）前記ハウジングは、該ハウジングの高さ方向に対向する内面に形成され、全ての
前記コンタクトを個別に保持する複数本の溝を有することを特徴とする上記（１）から（
１５）までのいずれか１つに記載のコネクタである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に従うコネクタによれば、接続対象物と着脱自在に嵌合するコネクタであって、
前記接続対象物が挿抜される嵌合口を有するハウジングと、該ハウジングに並列配置状態
で保持される所要数の信号コンタクト（ＳＣ）と、該信号コンタクト（ＳＣ）に対して押
圧可能な形状部位を有する押圧部材と、を備えるコネクタにおいて、前記ハウジングの、
前記所要数の信号コンタクト（ＳＣ）を挟む両端側位置に、前記信号コンタクト（ＳＣ）
と並んで保持され、厚さ寸法が、前記信号コンタクト（ＳＣ）の厚さ寸法よりも大きく、
前記押圧部材によって前記信号コンタクト（ＳＣ）と共に一緒に押圧されるように構成さ
れ、電源接続機能を備える少なくとも１対の電源コンタクト（ＰＣ）をさらに備え、該少
なくとも１対の電源コンタクト（ＰＣ）は、前記電源接続機能だけではなく、前記信号コ
ンタクト（ＳＣ）に対する前記接続対象物の正規挿入位置での仮固定と、前記押圧部材で
押圧した状態での前記接続対象物の挟持固定との機能をも兼ね備える固定機能付き電源コ
ンタクト（ＬＰＣ）であることにより、コネクタ内のコンタクトの数を増やすことなく省
スペース化を達成して、コネクタ全体の抵抗値を抑えつつも大電流を流すことが可能であ
ると共に、接続対象物の仮固定を可能にするコネクタを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明のコネクタの斜視図であり、図１（ａ）は、ハウジングの一部を
取り除いてコネクタ内部が見えるように示すコネクタの斜視図であり、図１（ｂ）は、図
１（ａ）に示すコネクタに接続対象物が挿入された状態を示す斜視図である。
【図２】図２は、ハウジング内に保持された固定機能付き電源コンタクトの断面図であり
、図２（ａ）は、押圧部材が押圧解除完了位置にある場合の固定機能付き電源コンタクト
の断面図であり、図２（ｂ）は、押圧部材が押圧完了位置にある場合の固定機能付き電源
コンタクトの断面図である。
【図３】図３は、固定機能付き電源コンタクトの斜視図であり、図３（ａ）は、第１実施
形態の固定機能付き電源コンタクトの斜視図であり、図３（ｂ）は、第２実施形態の固定
機能付き電源コンタクトの斜視図である。
【図４】図４は、単純電源コンタクトを示す図であり、図４（ａ）は、ハウジング内に保
持された単純電源コンタクトの断面図であり、図４（ｂ）は、単純電源コンタクトの斜視
図である。
【図５】図５は、第１信号コンタクトを示す図であり、図５（ａ）は、ハウジング内に保
持された第１信号コンタクトの断面図であり、図５（ｂ）は、第１信号コンタクトの斜視
図である。
【図６】図６は、第２信号コンタクトを示す図であり、図６（ａ）は、ハウジング内に保
持された第２信号コンタクトの断面図であり、図６（ｂ）は、第２信号コンタクトの斜視
図である。
【図７】図７は、ハウジングの斜視図である。
【図８】図８は、押圧部材の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
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　次に、本発明に従うコネクタの実施形態について、図面を参照しながら以下で説明する
。なお、以下に示す実施形態は一つの例示であり、本発明の範囲において、種々の形態を
とりうる。
【００２６】
　図１は、本発明のコネクタ１００を斜視的に示し、具体的には、図１（ａ）は、ハウジ
ング１の一部を取り除いてコネクタ内部が見えるようにコネクタ１００を示し、図１（ｂ
）は、図１（ａ）に示すコネクタ１００に接続対象物Ｆが挿入された状態を示す。図２は
、ハウジング１内に保持された固定機能付き電源コンタクト４を断面にして示し、具体的
には、図２（ａ）は、押圧部材６が押圧解除完了位置ＯＰにある場合の固定機能付き電源
コンタクト４を示し、図２（ｂ）は、押圧部材６が押圧完了位置ＣＰにある場合の固定機
能付き電源コンタクト４を示す。図３は、固定機能付き電源コンタクト４を斜視的に示し
、具体的には、図３（ａ）は、第１実施形態の固定機能付き電源コンタクト４を示し、図
３（ｂ）は、第２実施形態の固定機能付き電源コンタクト４Ａを示す。図４は、単純電源
コンタクト５を示し、具体的には、図４（ａ）は、ハウジング１内に保持された単純電源
コンタクト５を断面にして示し、図４（ｂ）は、単純電源コンタクト５を斜視的に示す。
図５は、第１信号コンタクト２を示し、具体的には、図５（ａ）は、ハウジング１内に保
持された第１信号コンタクト２を断面にして示し、図５（ｂ）は、第１信号コンタクト２
を斜視的に示す。図６は、第２信号コンタクト３を示し、具体的には、図６（ａ）は、ハ
ウジング１内に保持された第２信号コンタクト３を示し、図６（ｂ）は、第２信号コンタ
クト２を斜視的に示す。図７は、ハウジング１を斜視的に示す。図８は、押圧部材６を斜
視的に示す。
【００２７】
＜コネクタの構成＞
　コネクタ１００は、接続対象物と着脱自在に嵌合するコネクタであって、主に、接続対
象物Ｆが挿抜される嵌合口１１を有するハウジング１と、ハウジング１に並列配置状態で
保持される所要数の信号コンタクト（ＳＣ）２、３と、信号コンタクト２、３に対して押
圧可能な形状を有する押圧部材６と、を備えている。
【００２８】
　接続対象物Ｆは、コネクタ１００と着脱可能に嵌合する、例えばフレキシブルプリント
基板（ＦＰＣ）、フレキシブルフラットケーブル（ＦＦＣ）又はフレキシブル性を有する
カードである。
　接続対象物Ｆは、図１（ｂ）に示すように、少なくとも信号コンタクト２、３、電源コ
ンタクト４、５それぞれの接触部と接触するランドＦ２と、このランドＦ２から回路へ繋
がるパターンと、接続対象物Ｆの挿入が完了した状態（正規挿入位置）で、接続対象物Ｆ
が抜けないようにするための、電源コンタクト４、５のうち、コンタクト２、３、４、５
の整列（並列）方向において最も外側に配置されている固定機能付き電源コンタクト（Ｌ
ＰＣ）４と係合する被係止部Ｆ１とを備えている。
　被係止部Ｆ１は、接続対象物Ｆのコネクタ１００への挿抜方向において前側で、挿抜方
向に対して横方向両側に設けられている。被係止部Ｆ１の形状としては、後述する固定機
能付き電源コンタクト４の係止脚部４２の係止部（ＬＰＣ１）４２ａと係合できる形状で
あればよく、特に限定されず、例えば、図１（ｂ）に示すように、接続対象物Ｆをその側
方から切り欠いた切欠部として形成する他、貫通孔、又は、仕様によっては止め孔として
形成することもできる。
【００２９】
　ハウジング１は、接続対象物Ｆが挿抜される嵌合口１１を有し、信号コンタクト２、３
と、電源コンタクト４、５とを保持する。ハウジング１は電気絶縁性の材料を用いて形成
されていればよく、例えばプラスチックによって形成されている。ハウジング１は、公知
技術の射出成形によって一部材として製作されている。具体的に、ハウジング１の材質と
しては、寸法安定性や加工性やコスト等を考慮して適宜選択するが、一般的には例えばポ
リブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリアミド（６６ＰＡ、４６ＰＡ）、液晶ポリマ
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ー（ＬＣＰ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、これらの合成材料等を挙げることができる。
【００３０】
　信号コンタクト２、３は、ハウジング１に保持されていて、ハウジング１への接続対象
物Ｆの挿入が完了して、押圧部材６が押圧解除完了位置ＯＰ（図２（ａ）参照）から押圧
完了位置ＣＰ（図２（ｂ）参照）へと移動した場合に、接続対象物ＦのランドＦ２に接触
する。信号コンタクト２、３は、２つの異なるタイプであり、具体的には、嵌合口１１の
反対側に接続部が位置するタイプ（第１信号コンタクト２）、及び嵌合口１１側に接続部
が位置するタイプ（第２信号コンタクト３）である。
　図１に示すコンタクト１００においては、第１信号コンタクト２及び第２信号コンタク
ト３の両方を含んでいて、第１信号コンタクト２及び第２信号コンタクト３は、ハウジン
グ１への挿入方向を変えて、交互に千鳥に配置されている。
　なお、コネクタとして、第１及び第２信号コンタクト２、３の少なくとも一方の信号コ
ンタクトを含んでいればよい。
　２種類の信号コンタクト２、３の材質としては、バネ性や導電性などが要求されるので
、黄銅やベリリウム銅やリン青銅等を挙げることができる。
【００３１】
　電源コンタクト４、５は、ハウジング１内でかつ信号コンタクト２、３を挟んだ両端側
位置にそれぞれ対をなして保持されている。電源コンタクト４、５は、ハウジング１への
接続対象物Ｆの挿入が完了して、押圧部材６が押圧解除完了位置ＯＰから押圧完了位置Ｃ
Ｐへと移動した場合、少なくとも接続対象物ＦのランドＦ２に接触して電源接続を形成す
る。
　電源コンタクト４、５の材質としては、バネ性や導電性などが要求されるので、黄銅や
ベリリウム銅やリン青銅等を挙げることができる。
【００３２】
　押圧部材６は、信号コンタクト２、３及び電源コンタクト４、５に対して押圧可能な形
状部位を有するものである。押圧部材６は電気絶縁性のプラスチックであり、公知技術の
射出成形によって製作されている。具体的に、押圧部材６の材質としては寸法安定性や加
工性やコスト等を考慮して適宜選択するが、一般的にはポリブチレンテレフタレート（Ｐ
ＢＴ）やポリアミド（６６ＰＡ、４６ＰＡ）や液晶ポリマー（ＬＣＰ）やポリカーボネー
ト（ＰＣ）やこれらの合成材料を挙げることができる。
【００３３】
　そして、本発明の構成上の主な特徴は、少なくとも１対の電源コンタクト４、５の適正
化を図ることにあり、より具体的には、少なくとも１対の電源コンタクト４、５は、ハウ
ジング１の、所要数の信号コンタクト２、３を挟む両端側位置に、信号コンタクト２、３
と並んで保持され、厚さ寸法が、信号コンタクト２、３の厚さ寸法よりも大きく、押圧部
材６によって信号コンタクト２、３と共に一緒に押圧されるように構成され、電源接続機
能を備え、少なくとも１対の電源コンタクト４、５は、電源接続機能だけではなく、信号
コンタクト２、３に対する接続対象物Ｆの正規挿入位置での仮固定と、押圧部材６で押圧
した状態での接続対象物Ｆの挟持固定との機能をも兼ね備える固定機能付き電源コンタク
ト４であることにある。この構成を採用することにより、コネクタ１００において、例え
ば０．５～３．０Ａといった大電流を安定的に流すことが、コネクタ１００の抵抗値を上
げることなく可能になると共に、接続対象物Ｆを係止するために別部材をハウジング１内
に別途設ける必要がなくなる。これにより、コネクタ１００のハウジング１内に設ける部
品を減じることができ、コネクタ１００の省スペース化を達成することができるようにな
る。
　さらに、少なくとも１対の電源コンタクト４、５は、１対の固定機能付き電源コンタク
ト４と、１対の固定機能付き電源コンタクト４及び所要数の信号コンタクト２、３の間に
それぞれ位置する少なくとも１対の単純電源コンタクト（ＮＰＣ）５とで構成されると、
コネクタ１００の抵抗値をさらに抑制しつつ、大電流を流すことができる。
　なお、単純電源コンタクト５は、固定機能付き電源コンタクト４の外側に、つまり、固
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定機能付き電源コンタクト４の信号コンタクト２、３とは反対側に、それぞれ位置してい
てもよい。
【００３４】
［固定機能付き電源コンタクト］
　以下に、図２及び図３に基づいて、固定機能付き電源コンタクト４の第１実施形態につ
いて説明する。
　固定機能付き電源コンタクト４は、接続対象物Ｆに対する電源接続機能と固定機能とを
兼ね備え、ハウジング１において接続対象物Ｆの挿通方向Ｘに沿って保持されており、コ
ンタクト２、３、４、５のハウジング１内での整列方向（幅方向）Ｙにおいて最も外側に
１対で配置されている。固定機能付き電源コンタクト４は、ハウジング１の高さ方向Ｚに
対向する内面に形成されて、壁部によって仕切られている溝のうち両端に位置する溝１２
に圧入により保持されている。固定機能付き電源コンタクト４は、ハウジング１内に嵌合
口１１とは反対側から挿入されている。
【００３５】
　固定機能付き電源コンタクト４の厚さ寸法は、信号コンタクト２、３の厚さ寸法よりも
大きく、具体的には、０．１０～０．２０ｍｍであることが好ましい。
　ここで「厚さ寸法」とは、コンタクト２、３、４、５の整列方向Ｙに沿った固定機能付
き電源コンタクト４の厚さのことであり、換言すると、固定機能付き電源コンタクト４の
母材の厚さのことである。
【００３６】
　固定機能付き電源コンタクト４は、図１、図２及び図３（ａ）に示すように、接続対象
物Ｆの両面のうち、少なくとも片面と接触する接触部（ＬＰＣ１）４１ａと、挿入された
接続対象物Ｆに形成してなる被係止部Ｆ１に対応する位置に、被係止部Ｆ１に向かって突
出する形状をもつ係止部（ＬＰＣ２）４２ａと、接触部４１ａ及び係止部４２ａを連結す
る連結部（ＬＰＣ５）４５ａと、連結部４５ａの一端側から接触部４１ａとは反対側に延
在し、押圧部材６によって押圧される押受部（ＬＰＣ３）４３ａと、連結部４５ａの他端
側から係止部４２ａとは反対側に延在し、基板に接続する接続部（ＬＰＣ４）４４ａと、
を有する。
　より具体的には、固定機能付き電源コンタクト４は、接触部４１ａを有する電源接続脚
部４１と、係止部４２ａを有する係止脚部４２と、押受部４３ａを有する押受脚部４３と
、接続部４４ａを有する接続脚部４４と、連結部４５ａを有する連結脚部４５と、を全体
としてＨ字形になるように一体に備えている。特に、電源接続脚部４１、連結脚部４５及
び接続脚部４４の位置関係は、略クランク形状を形成している。
　電源接続脚部４１と係止脚部４２との間に接続対象物Ｆが挿入され、押受脚部４３と接
続脚部４４との間で、押圧部材６の押圧部６１が回動可能に支持されている。
【００３７】
　電源接続脚部４１は、接続対象物Ｆのランド部Ｆ２に接触して電源接続を可能にするも
のである。
　電源接続脚部４１は、ハウジング１の上壁部１ａ側の溝１２にあり、連結脚部４５に対
して、ハウジング１の嵌合口１１側に位置している。つまり、電源接続脚部４１は、連結
脚部４５から嵌合口１１に向かって延在している。電源接続脚部４１の嵌合口１１側の先
端部は、溝１２の底面から浮いた状態にあり、接続対象物Ｆの両面のうち、少なくとも片
面と接触する接触部４１ａを有している。接触部４１ａは、接続対象物Ｆと接触し易いよ
うに、係止脚部４２に向かって突出する形状を有している。
　押圧部材６の押圧解除完了位置ＯＰから押圧完了位置ＣＰへの移動時に、電源接続脚部
４１は接続対象物Ｆに向かって押圧されて確実にかつ安定的に電気的に接触するようにな
る。
【００３８】
　係止脚部４２は、図１（ｂ）に示すように、接続対象物Ｆに形成されている被係止部Ｆ
１と係合して、正規挿入位置にある接続対象物Ｆを仮固定して不都合な抜けを抑制するも
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のである。
　係止脚部４２は、ハウジング１の下壁部１ｂ側の溝１２において電源接続脚部４１に対
向する側にあり、連結脚部４５に対して、ハウジング１の嵌合口１１側に位置している。
つまり、係止脚部４２は、連結脚部４５から嵌合口１１に向かって延在している。また、
係止脚部４２は、その電源接続脚部４１に対向する側の表面部分が、全長にわたって露出
した状態で溝１２に保持されている。つまり、係止脚部４２は、嵌合口１１側からその全
長が視認できるように、溝１２に保持されている。
　係止脚部４２は、ハウジング１に挿入された接続対象物Ｆに形成してなる被係止部Ｆ１
に対応する位置に、被係止部Ｆ１に向かって突出する形状をもつ係止部４２ａを有してい
る。つまり、接続対象物Ｆの挿入が終了した際の被係止部Ｆ１に対応する位置に、係止部
４２ａが設けられている。係止部４２ａは、係止脚部４２の先端部側に設けられていて、
係止脚部４２の先端部からテーパ状に上方に傾斜して、途中で略垂直に係止脚部４２に戻
るように形成されている。係止脚部４２の係止部４２ａは、保持されているハウジング１
の下壁部１ｂ側の溝１２から上壁部１ａに向かって突出している。
　固定機能付き電源コンタクト４は、係止部４２ａと連結部４５ｂとの間に、接続対象物
Ｆと接触する対向接触部（ＬＰＣ６）４２ｂを有する。具体的には、対向接触部４２ｂは
、ハウジング１の高さ方向Ｚにおいて、電源接続脚部４１の接触部４１ａに対向する位置
で、電源接続脚部４１の接触部４１ａが接続対象物Ｆに接触する面とは反対側の面で接続
対象物Ｆに接触する。対向接触部４２ｂは、電源接続脚部４１の接触部４１ａに向かって
突出する形状を有する。
　係止脚部４２の対向接触部４２ｂは、接続対象物Ｆに接触すれば、電源接続脚部４１の
接触部４１ａと、ハウジング１の高さ方向Ｚに対面する位置から係止脚部４２の延在方向
にずれた位置に設けてもよい。
　なお、係止部４２ａの形状・大きさは、接続対象物Ｆの被係止部Ｆ１と係合できればよ
く、接続対象物Ｆの保持力や強度や加工性やコネクタ１００の低背化等を考慮して適宜設
計すればよい。
【００３９】
　押受脚部４３は、押圧部材６の押圧部６１によって押圧されて、上方に変位する部分で
ある。
　押受脚部４３は、ハウジング１の上壁部１ａ側で接続脚部４４に対向する側にあり、連
結脚部４５に対して、ハウジング１の嵌合口１１とは反対側に位置している。つまり、押
受脚部４３は、連結脚部４５から嵌合口１１とは反対側に延在している。
　押受脚部４３が、押圧部材６によって押圧される押受部４３ａを有している。
　押受部４３ａの、押圧部材６の押圧部６１が少なくとも押圧する部分が、コネクタ１０
０の低背化を考慮して、フラットに形成されていることが好ましい。この構成により、押
圧部材６は、ハウジング１に支持される所定の軸部を有することなく、押圧解除完了位置
ＯＰと押圧完了位置ＣＰとの間を回動可能である。つまり、押圧部材６の押圧部６１の回
動軸線は、押圧部材６の回動に伴い、回動軸線が押受脚部４３のフラットに形成された部
分、つまり押受部４３ａに沿って移動することができる。
　さらに、押受部４３ａの先端部に、押圧部材６の押圧による反発力に起因して、押圧部
材６がハウジング１の嵌合口１１とは反対側の方向に膨れ移動することを防止する膨れ防
止手段を有することが好ましい。具体的には、押受脚部４３の先端部分に、押圧部材６の
膨れ移動するのを防止するための、接続脚部４４に向かって突出する突出部４３ｂが設け
られている。押圧部材６の回動の際に押圧部材６の、ハウジング１の幅方向Ｙにおける中
央部が、ハウジング１の嵌合口１１とは反対側の方向に膨れる傾向がある。しかし、かか
る傾向を押受脚部４３の突出部４３ｂにおいて防ぐことができる。
　突出部４３ｂの大きさは、上記の役割を果たすことができれば限定せず、押圧部材６の
押圧部６１が引っ掛かる程度に適宜設計すればよい。また、膨れ防止手段としては、上記
の構成以外にも、溝（凹部）を設けて、押圧部６１を受容するようにしてもよい。
【００４０】
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　なお、突出部４３ｂが設けられている場合、「押圧部材６の押圧部６１が少なくとも押
圧する部分が、フラットに形成されている」とは、押受脚部４３の突出部４３ｂが形成さ
れている以外の部分が平坦に形成されている、ということである。また、「平坦」とは、
押圧部材６が回動した際に回動軸線が移動できればよく、凹凸がないだけでなく、多少波
うっていても、湾曲していても、多少凹凸があってもよい。
【００４１】
　接続脚部４４は、基板に実装される部分である。
　接続脚部４４は、ハウジング１の下壁部１ｂ側の溝１２において押受脚部４３に対向す
る側にあり、連結脚部４５に対して、ハウジング１の嵌合口１１とは反対側に位置してい
る。つまり、接続脚部４４は、連結脚部４５から嵌合口１１とは反対側に延在している。
接続脚部４４は、基板に接続する接続部４４ａを有している。接続部４４ａは、接続脚部
４４の先端側で押受脚部４３を臨む側とは反対側に形成されている。接続部４４ａは、図
示の実施形態においては、表面実装タイプ（ＳＭＴ）であるが、ディップタイプでもあっ
てもよい。
　コネクタ１００の低背化を考慮して、接続脚部４４の、押圧部材６の押圧部６１が少な
くとも押圧する部分がフラットに形成されていることが好ましい。フラットに形成するこ
とにより奏する効果は、押受脚部４３の押受部４３ａと同じである。
【００４２】
　固定機能付き電源コンタクト４の、接続部４４ａと連結部４５ａとの間に位置する部分
は、幅寸法が、固定機能付き電源コンタクト４の厚さ寸法以上であることが好ましい。具
体的には、接続脚部４４の、連結脚部４５から少し間隔をおいて接続部４４ａまで延在す
る部分の、ハウジング１の高さ方向Ｚにおける寸法が、固定機能付き電源コンタクト４の
、ハウジング１の幅方向Ｙにおける寸法以上である。
　さらに、接続脚部４４の先端部分には、膨れ移動するのを防止するための膨れ防止手段
、具体的には、押受脚部４３に向かって突出する突出部（図示せず）が設けられていても
よい。接続脚部４４の突出部の構成、機能及び態様については、押受脚部４３の突出部４
３ｂと同じである。
　また、膨れ防止手段としては、上記の構成以外にも、溝（凹部）を設けて、押圧部６１
を受容するようにしてもよい。なお、膨れ防止手段については、押受脚部及び接続脚部の
少なくとも一方に設けてあればよい。
【００４３】
　連結脚部４５は、電源接続脚部４１、係止脚部４２、押受脚部４３及び接続脚部４４に
互いに連結する連結部５５ａを有している。連結部４５ａは、説明の便宜上、各脚部４１
～４４を互いに連結するものとして記載するが、固定機能付き電源コンタクト４は一部材
であり、連結脚部４５との明確な区別はなく、さらに、上記の各脚部４１～４５の境の明
確な区別もない。
【００４４】
　固定機能付き電源コンタクト４は、接触部４１ａと押受部４３ａとの間に、ハウジング
１の内面に向かって突出する形状をもち、ハウジング１に圧入固定される圧入固定部４６
を有する。圧入固定部４６は、ハウジング１の上壁部１ａに向かって突出して形成されて
いる。これにより、固定機能付き電源コンタクト４は、ハウジング１内においてハウジン
グ１の高さ方向Ｙにおいて圧入保持されて、挿入位置を維持する。
【００４５】
　なお、電源接続脚部４１と、係止脚部４２との位置関係は逆であってもよい。つまり、
電源接続脚部４１が、ハウジング１の下壁部１ｂ側の溝１２にあり、係止脚部４２が、ハ
ウジング１の上壁部１ａ側の溝１２にあってもよい。
【００４６】
　次に、図３（ｂ）に基づいて、固定機能付き電源コンタクトの第２実施形態を説明する
。
　以下、上記の第１実施形態の固定機能付き電源コンタクト４と同一の又は類似する機能
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を有する構成についてはその説明を省略し、異なる構成を中心に説明する。
　第２実施形態の固定機能付き電源コンタクト４Ａは、ハウジング１内に嵌合口１１側か
ら挿入される。
　固定機能付き電源コンタクト４Ａは、接続対象物Ｆの両面のうち、少なくとも片面と接
触する接触部４１Ａａと、挿入された接続対象物Ｆに形成してなる被係止部Ｆ１に対応す
る位置に、被係止部Ｆ１に向かって突出する形状をもつ係止部４２Ａａと、接触部４１Ａ
ａ及び係止部４２Ａａを連結する連結部４５Ａａと、連結部４５Ａａの一端側から接触部
４１ａとは反対側に延在し、押圧部材６によって押圧される押受部４３Ａａと、係止部４
２Ａａから嵌合口１１側に向かって延在し、基板に接続する接続部４４Ａａと、を有する
。
　また、固定機能付き電源コンタクト４Ａは、第１実施形態の固定機能付き電源コンタク
ト４と同様に、接触部４１Ａａを有する電源接続脚部４１Ａと、係止部４２Ａａを有する
係止脚部４２Ａと、押受部４３Ａａを有する押受脚部４３Ａと、接続部４４Ａａを有する
接続脚部４４Ａと、連結部４５Ａａを有する連結脚部４５Ａと、を全体としてｈ字形状に
なるように一体に備えている。
　固定機能付き電源コンタクト４Ａの接続脚部４４Ａは、係止脚部４２Ａの先端側から連
結脚部４５Ａとは反対側で、係止脚部４２Ａの、係止部４２Ａａよりさらに先端側に位置
している。また、係止脚部４２Ａ及び接続脚部４４Ａは、その電源接続脚部４１Ａに対向
する側の表面部分が、全長にわたって露出した状態で溝１２に保持されている。つまり、
係止脚部４２及び接続脚部４４Ａは、嵌合口１１側からその全長が視認できるように、溝
１２に保持されている。
　固定機能付き電源コンタクト４Ａにおいて、押圧部材６は、押受脚部４３Ａとハウジン
グ１の下壁部１ｂとの間で支持されている。この場合、ハウジング１の下壁部１ｂの押圧
部材６を支持する部分は、フラットに形成されていることが好ましい。
　なお、図示されていないが、固定機能付き電源コンタクト４Ａは、ハウジング１の高さ
方向Ｚにおいて係止脚部４２Ａと同じ側で、固定機能付き電源コンタクト４Ａの押受脚部
４３Ａに対向する側に、延在脚部を有していてもよい。この延設脚部は、押圧部材６の押
圧部６１の回動を押受脚部４３Ａと共に支持するものである。この場合、押圧部材６の押
圧部６１を支持する部分は、フラットに形成されていることが好ましい。
　また、固定機能付き電源コンタクト４Ａは、接触部４１Ａａと押受部４３Ａａとの間に
、ハウジング１の内面に向かって突出する形状をもち、ハウジング１に圧入固定される圧
入固定部４６Ａを有する。
【００４７】
　本発明のコネクタ１００においては、固定機能付き電源コンタクト４が使用されている
が、固定機能付き電源コンタクト４及び固定機能付き電源コンタクト４Ａの少なくとも一
方を使用することができる。
【００４８】
［単純電源コンタクト］
　次に、図４に基づいて、単純電源コンタクト５について説明する。単純電源コンタクト
５は、電源接続機能のみを主たる機能として備え、固定機能付き電源コンタクト４のよう
な固定機能は備えていない。
　なお、単純電源コンタクト５の、固定機能付き電源コンタクト４が有する部分と同じ名
称の部分は、その構成及び機能において固定機能付き電源コンタクト４と同じあるので説
明を省略する。
　単純電源コンタクト５の厚さ寸法は、信号コンタクト２、３の厚さ寸法よりも大きく、
具体的には、０．１０～０．２０ｍｍであることが好ましい。
　ここで「厚さ寸法」とは、固定機能付き電源コンタクト４と同じ意味である。
　単純電源コンタクト５は、接続対象物Ｆに対する電源接続機能を備え、コンタクトの整
列方向Ｙにおいて、信号コンタクト２、３と固定機能付き電源コンタクト４；４Ａとの間
に配置されている。単純電源コンタクト５は、ハウジング１の高さ方向Ｚに対向する内面
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に形成されて、壁部によって仕切られている溝のうち溝１３（図７参照）に圧入により保
持されている。単純電源コンタクト５は、ハウジング１内に嵌合口１１とは反対側から挿
入される。
【００４９】
　単純電源コンタクト５は、正規挿入位置にある接続対象物Ｆの両面のうち、少なくとも
片面と接触する接触部（ＮＰＣ１）５１ａと、押圧部材６によって押圧される押受部（Ｎ
ＰＣ２）５２ａと、基板に接続する接続部（ＮＰＣ３）５３ａと、接触部５１ａ、押受部
５２ａ及び接続部５３ａを連結する連結部（ＮＰＣ４）５４ａと、を有し、接触部５１ａ
及び押受部５２ａは、連結部５４ａの一端側から互いに反対側に延在し、接続部５３ａは
、連結部５４ａの他端側から嵌合口１１とは反対側に延在し、接触部５１ａは連結部５４
ａの他端側から嵌合口１１側に向かって延在している。
　より具体的には、単純電源コンタクト５は、接触部５１ａを有する電源接続脚部５１と
、押受部５２ａを有する押受脚部５２と、接続部５３ａを有する接続脚部５３と、連結部
５３ａを有する連結脚部５４と、を全体として一体に備えている。さらに、単純電源コン
タクト５は、固定機能付き電源コンタクト４、４Ａとは異なり、係止脚部を有しておらず
、代わりに、連結脚部５４の一端側から嵌合口１１側に向かって延在する延在脚部５５を
備えており、全体としてＨ字形状になっている。
　さらに、単純電源コンタクト５は、接触部５１ａと押受部５２ａとの間に、ハウジング
１の内面に向かって突出する形状をもち、ハウジング１に圧入固定される圧入固定部５６
を有する。また、単純電源コンタクト５は、図示しないが、接触部５１ａとは異なる接続
対象物Ｆの面に接触する対向接触部（ＮＰＣ５）を有していてもよい。また、単純電源コ
ンタクト５の押受部５２ａの、押圧部材６が少なくとも押圧する部分が、フラットに形成
されているとよい。また、単純電源コンタクト５は、押受部５２ａの先端部に、押圧部材
６の押圧による反発力に起因して、押圧部材６がハウジング１の嵌合口１１とは反対側の
方向に膨れ移動することを防止する膨れ防止手段、具体的には接続脚部５３に向かって突
出する突出部５２ｂを有している。
【００５０】
　なお、図示されていないが、単純電源コンタクト５の接続脚部５３を、延在脚部５５の
位置に設けてもよく、つまり、単純電源コンタクト５は、連結部５４ａの他端側から嵌合
口１１側に向かって延在していてもよい。
　また、延在脚部５５は、その電源接続脚部５１に対向する側の表面部分が、全長にわた
って露出した状態で溝１３に保持されている。つまり、延在脚部５５は、嵌合口１１側か
ら、その全長が視認できるように、溝１３に保持されている。
　また、電源接続脚部５１と、係止脚部５２との位置関係は逆であってもよい。つまり、
電源接続脚部５１が、ハウジング１の下壁部１ｂ側の溝１３にあり、係止脚部５２が、ハ
ウジング１の上壁部１ａ側の溝１３にあってもよい。
　また、コネクタ１００が要求する電流を固定機能付き電源コンタクト４、４Ａだけで、
所定の抵抗値の範囲内において達成できるのであれば、単純電源コンタクト５を設ける必
要はない。
【００５１】
［信号コンタクト］
（第１信号コンタクト）
　次に、図５に基づいて、第１信号コンタクト２について説明する。なお、第１信号コン
タクト２の、固定機能付き電源コンタクト４が有する部分と同じ名称の部分は、その構成
及び機能において固定機能付き電源コンタクト４と同じであるので説明を省略する。
　所要数の第１信号コンタクト２が、ハウジング１に並列配置状態で保持されて、電源コ
ンタクト４；４Ａ、５の間に配置されている。第１信号コンタクト２は、ハウジング１の
高さ方向Ｚに対向する内面に形成されて、壁部によって仕切られている溝のうち溝１４に
圧入により保持されている。第１信号コンタクト２は、ハウジング１内に嵌合口１１とは
反対側から挿入される。
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【００５２】
　第１信号コンタクト２は、接続対象物Ｆと接触する接触脚部２１と、押圧部材６によっ
て押圧される押受脚部２２と、基板に実装される接続脚部２３と、延設脚部２４と、各脚
部２１～２４を連結する連結脚部２５と、を全体としてＨ字形状になるように一体に備え
ている。
　第１信号コンタクト２は、固定機能付き電源コンタクト４とは異なり、係止脚部を有し
ておらず、代わりに、連結脚部２５の一端側から嵌合口１１側に向かって延在する延在脚
部２４を備えており、全体としてＨ字形状になっている。
　第１信号コンタクト２において、接触脚部２１と延設脚部２４との間に接続対象物Ｆが
挿入され、押受脚部２２と接続脚部２３との間で、押圧部材６の押圧部６１が回動可能に
支持されている。
【００５３】
　延設脚部２４は、その接触脚部２１に対向する側の表面部分が、全長にわたって露出し
た状態で溝１４に保持されている。具体的には、延設脚部２４は、その接触脚部２１に対
向する側の表面部分が、全長にわたって露出した状態で、嵌合口１１側からその全長が視
認できるように、溝１４に保持されている。
　延設脚部２４の、接触脚部２１を臨む側で、接触脚部２１に対向する位置に接続対象物
Ｆと接触する接触部を設けてもよい。つまり、第１信号コンタクト２は、接触脚部２１と
延設脚部２４において、接続対象物Ｆを挟持するようにしてもよい。延設脚部２４は、接
触脚部２１の構成と同じであり、接続対象物Ｆと接触する対向接触部２４ａを有する。対
向接触部２４ａは、接続対象物Ｆと接触し易いように突部形状を有し、接触脚部２１に向
かって突出している。
　また、第１信号コンタクト２は、接触脚部２１と押受脚部２２との間に、ハウジング１
の内面に向かって突出する形状をもち、ハウジング１に圧入固定される圧入固定部２６を
有する。
【００５４】
（第２信号コンタクト）
　次に、図６に基づいて、第２信号コンタクト３を説明する。なお、第２信号コンタクト
３の、第１信号コンタクト２が有する部分と同じ名称の部分は、その構成及び機能におい
て第１信号コンタクト２と同じであるので説明を省略する。
　所要数の第２信号コンタクト３が、ハウジング１に並列配置状態で保持されて、電源コ
ンタクト４；４Ａ、５の間に配置されている。第２信号コンタクト３は、ハウジング１の
高さ方向Ｚに対向する内面に形成されて、壁部によって仕切られている溝のうち溝１５に
圧入により保持されている。第２信号コンタクト３は、ハウジング１内に嵌合口１１側か
ら挿入される。
【００５５】
　第２信号コンタクト３は、接続対象物Ｆと接触する接触脚部３１と、押圧部材６によっ
て押圧される押受脚部３２と、基板に実装される接続脚部３３と、延設脚部３４と、各脚
部３１～３４を連結する連結脚部３５と、を全体としてＨ字形状になるように一体に備え
ている。
　第２信号コンタクト３は、第１信号コンタクト２とは異なり、第１信号コンタクト２の
延在脚部２４の位置に接続脚部３３が位置し、第１信号コンタクト２の接続脚部２３の位
置に延在脚部３４が位置している。
　第２信号コンタクト３においては、接触脚部３１と接続脚部３３との間に接続対象物Ｆ
が挿入され、押受脚部３２と延設脚部３４との間で、押圧部材６の押圧部６１が回動可能
に支持されている。
　接続脚部３３は、接続対象物Ｆと接触する対向接触部３３ａを有する。対向接触部３３
ａは、接続対象物Ｆと接触し易いように突部形状を有し、接触脚部３１に向かって突出し
ている。
【００５６】
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［ハウジング］
　次に、図７に基づいて、ハウジング１の具体的な構成を説明する。
　ハウジング１は、ハウジング１の高さ方向Ｚに対向して位置する上壁部１ａと下壁部１
ｂ、及び上壁部１ａと下壁部１ｂとを連結する２つの側壁部１ｃを有する。ハウジング１
の嵌合口１１は、上壁部１ａと、下壁部１ｂと２つの側壁部１ｃとによって区画形成され
ている。
【００５７】
　ハウジング１は、信号コンタクト２、３、固定機能付き電源コンタクト４、４Ａ及び単
純電源コンタクト５をそれぞれ保持する複数の溝を有する。
　これらの溝は、ハウジング１の高さ方向Ｚに対向する上壁部１ａ及び下壁部１ｂの内面
のそれぞれ対向する位置に、固定機能付き電源コンタクト４；４Ａを保持する溝１２、単
純電源コンタクト５を保持する溝１３、及び信号コンタクト２、３を保持する溝１４、１
５として形成されている。各溝１２、１３、１４、１５はそれぞれ、コンタクト２、３、
４；４Ａ、５の延在方向（Ｘ方向）において、ハウジング１を貫通して形成されている。
　信号コンタクト２、３、固定機能付き電源コンタクト４；４Ａ及び単純電源コンタクト
５はそれぞれ、対応する溝１４、１５、１２、１３内に、例えば圧入、引っ掛け（ランス
）又は溶着等によって固定されている。
【００５８】
　また、ハウジング１の幅方向Ｙにおけるハウジング１の両側、つまり側壁部１ｃには、
押圧部材６を回動可能に支持する凹部状の支持部１６が設けられている。この支持部１６
の形状や大きさは、押圧部材６が回動できるようにハウジング１に装着されていればよく
、押圧部材６の役割やハウジング１の強度や大きさ等を考慮して適宜設計する。
【００５９】
　さらにハウジング１の上壁部１ａには、切欠部１７が形成されている。切欠部１７によ
り、押圧部材６が押圧解除完了位置ＯＰから押圧完了位置ＣＰへの移動時に、第１及び第
２信号コンタクト２、３及び電源コンタクト４；４Ａ、５を押圧する際、各コンタクト２
、３、４；４Ａ、５の押受脚部２２、３２、４３；４３Ａ、５２の上方への変位は妨げら
れない。さらに、切欠部１７を設けることで、コネクタ１００の低背も可能になる。切欠
部１７の大きさは、上記役割やコネクタ１００の低背化や加工性や強度等を考慮して適宜
設計する。
【００６０】
［押圧部材］
　次に、図８に基づいて、押圧部材６について説明する。
　押圧部材６は、接続対象物Ｆのハウジング１への挿抜可能にする押圧解除完了位置ＯＰ
（図１（ａ）参照）と、接続対象物Ｆに対する第１及び第２信号コンタクト２、３、固定
機能付き電源コンタクト４；４Ａ及び単純電源コンタクト５の押圧接触状態を安定保持す
る押圧完了位置ＣＰ（図１（ｂ）参照）と、の間を回動する。
　押圧部材６は、図示の実施形態では、第１及び第２信号コンタクト２、３の押受脚部２
２、３２、固定機能付き電源コンタクト４；４Ａの押受脚部４３；４３Ａ、及び単純電源
コンタクト５の押受脚部５３を押圧する押圧部６１と、ハウジング１の嵌合口１１とは反
対側で側壁部１１ｃの支持部１６に回動可能に装着される軸部分６２と、第１及び第２信
号コンタクト２、３の押受脚部２２、３２、固定機能付き電源コンタクト４；４Ａの押受
脚部４３；４３Ａ、及び単純電源コンタクト５の押受脚部５３が、個別に係合する複数の
係合孔６３と、を備えている。
【００６１】
　押圧部６１は、第１信号コンタクト２の押受脚部２２、第２信号コンタクト３の押受脚
部３２、固定機能付き電源コンタクト４；４Ａの押受脚部４３；４３Ａ、及び単純電源コ
ンタクト５の押受脚部５２を押圧して上方に押し上げる部分である。
　押圧部６１は、第１信号コンタクト２の押受脚部２２と接続脚部２４との間、第２信号
コンタクト３の押受脚部３２と延設脚部３４との間、固定機能付き電源コンタクト４の押



(17) JP 2018-137246 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

受脚部４３と接続脚部４４との間、及び単純電源コンタクト５の押受脚部５２と接続脚部
５３との間に、回動可能に支持されている。
　なお、第２実施形態の固定機能付き電源コンタクト４Ａを用いた場合、押圧部６１は、
延設脚部を備える場合には、押受脚部４３Ａと延設脚部との間に回動可能に支持されてお
り、延設脚部を備えていない場合には、押受脚部４３Ａとハウジング１の対応する下壁部
１ｂとの間に、回動可能に支持されている。
　押圧部６１の、少なくとも第１及び第２信号コンタクト２、３、固定機能付き電源コン
タクト４；４Ａ、及び単純電源コンタクト５、又はハウジング１の下壁部１ｂと接触する
部分が、円弧部分６１ａを有しているとよい（図２（ｂ）参照）。具体的には、円弧部分
６１ａは、押圧部材６の押圧解除完了位置ＯＰと押圧完了位置ＣＰとの間の回動範囲に対
応して形成されている。この円弧部分６１ａの曲率は一定であっても、また変化していて
もよい。また、押圧部６１の形状は長軸及び短軸を有するものであり、例えば細長形状や
、楕円形状にしてもよい。
【００６２】
　軸部分６２は、ハウジング１の側壁部１１ｃの支持部１６に嵌着されていて、押圧部材
６の押圧解除完了位置ＯＰと押圧完了位置ＣＰとの間の回動運動をスムーズに行わせるた
めのものである。
　押圧部６１が、第１及び第２信号コンタクト２、３、固定機能付き電源コンタクト４；
４Ａ、及び単純電源コンタクト５において適切に支持されて、押圧部材６の回動運動が支
障なく行うことができれば、軸部分６２は設けなくてもよい。
【００６３】
　係合孔６３は、押圧部材６の回動の際に、押圧部材６の中央部が、嵌合口１１とは反対
側に膨れてしまうことを防ぐようにするためのものである。係合孔６３は、互いに壁部６
３ａによって互いに仕切られて、別個独立に設けられている。係合孔６３を別個独立に設
けることで、押圧部材６の剛性を向上させて、押圧部材６の回動時の押圧部材６の変形を
防止することができる。
【００６４】
＜固定機能付き電源コンタクトの動作＞
　次に、図２（ａ）及び図２（ｂ）に基づいて、上記の構成を有する固定機能付き電源コ
ンタクト４の、押圧部材６による押圧時の動作について説明する。なお、図面を見やすく
する観点から、接続対象物Ｆの図示は省略した。
　接続対象物Ｆは、押圧部材６が押圧解除完了位置ＯＰにおいて、固定機能付き電源コン
タクト４の電源接続脚部４１と、係止脚部４２との間に挿入可能である。接続対象物Ｆが
挿入されると、電源接続脚部４１は接触部４１ａにおいて、接続対象物Ｆのランド部Ｆ２
と電気的に接触している。押圧部材６が押圧解除完了位置ＯＰにある状態において、確か
に、電源接続脚部４１は、接続対象物Ｆに電気的に接触しているが、その接触は安定的で
はない。
【００６５】
　そこで、押圧部材６を、図２（ｂ）に示す押圧完了位置ＣＰに移動させて、固定機能付
き電源コンタクト６と接続対象物Ｆとの電気的な接続を安定的にし、かつ、接続対象物Ｆ
の抜去を確実に防止する状態にする。具体的には、押圧部材６が押圧解除完了位置ＯＰか
ら押圧完了位置ＣＰに移動すると、固定機能付き電源コンタクト４の押受脚部４３が、押
圧部材６の押圧部６１によって上方に押し上げられて傾斜変位する。この押受脚部４３の
上方への変位に伴い、電源接続脚部４１が下方に傾斜変位する。この電源接続脚部４１の
下方への変位に伴い、電源接続脚部４１はその接触部４１ａにおいて、接続対象物Ｆと押
圧接触し、電気的に安定した接触がもたらされる。図２（ｂ）において、傾斜変位前の電
源接続脚部４１及び押受脚部４３の位置を二点鎖線で示す。
【００６６】
　また、この電源接続脚部４１の下方への変位に伴い、電源接続脚部４１はその接触部４
１ａにおいて、接続対象物Ｆと押圧接触する。電源接続脚部４１による接続対象物Ｆの押
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圧により、接続対象物Ｆは、下方に押圧されているので、係止脚部４２の係止部４２ａは
、接続対象物Ｆをその被係止部Ｆ１において確実に係止することにもなり、接続対象物Ｆ
の抜去を確実に防止している。これにより、電源接続脚部４１と接続対象物Ｆとのより安
定的な電気的接触が達成される。
【実施例】
【００６７】
　以下に、本発明の構成を有するコネクタ（実施例１）及びその他のコネクタ（比較例１
）の、電源電流を流した場合の電圧降下に基づく抵抗値Ωについて比較した。
（実施例１）
　実施例１の構成は以下の通りである。
　ハウジングの両端に本発明の１対の固定機能付き電源コンタクト４を配置し、１対の固
定機能付き電源コンタクト４と信号コンタクト２，３との間に１対の単純電源コンタクト
５を配置した。固定機能付き電源コンタクト４及び単純電源コンタクト５は、並列に接続
した。
　・固定機能付き電源コンタクト４の厚さ：０．１２ｍｍ
　・固定機能付き電源コンタクト４の電源電流の経路長さ：２．１０ｍｍ
　・固定機能付き電源コンタクト４の抵抗値：１６．０ｍΩ
　・単純電源コンタクト５の厚さ：０．１２ｍｍ
　・単純電源コンタクト５の電源電流の経路長さ：２．１０ｍｍ
　・単純電源コンタクト５の抵抗値：１６．０ｍΩ
　・コネクタ全体の抵抗値：８．０ｍΩ
【００６８】
（比較例１）
　比較例１の構成は以下の通りである。
　ハウジングの両端に接続対象物を係止するためだけの１対のロック部材を配置し、１対
のロック部材の間に、本発明の第１及び第２実施形態の信号コンタクトと同じ構成の第１
及び第２電源コンタクトを配置した。比較例１では、信号コンタクトを通電用に用いた。
　・第１電源コンタクトの厚さ：０．０８ｍｍ
　・第１電源コンタクトの電源電流の経路長さ：２．６０ｍｍ
　・第１電源コンタクトの抵抗値：２４．０ｍΩ
　・第２電源コンタクトの厚さ：０．０８ｍｍ
　・第２電源コンタクトの電源電流の経路長さ：３．４５ｍｍ
　・第２電源コンタクトの抵抗値：３０．０ｍΩ
　・並列接続した第１及び第２電源コンタクト全体の抵抗値：１３．０ｍΩ
【００６９】
　ここで「電源電流の経路長さ」とは、電源コンタクトが接続対象物と接触する接触部か
ら、電源コンタクトに沿った接続部までの長さのことである。
【００７０】
　実施例１は、コネクタ全体の抵抗値が８．０ｍΩとなった。一方で、比較例１は、コネ
クタの抵抗値が１３．０ｍΩであった。このことからも、実施例１は、抵抗値を十分に抑
えることができ（例えば１０ｍΩ以下）、コネクタとしての性能が高いことが分かった。
　また、実施例１においては、比較例１で用いた１対のロック部材（厚さ：０．０８ｍｍ
）を用いておらず、固定機能付き電源コンタクト４がロック部材の機能を兼ねているので
、ロック部材を単独で設ける必要はない。そのため、実施例１では、外側及び単純電源コ
ンタクトの厚さを、ロック部材の板厚分だけ厚くすることができ、十分に抵抗値Ωを下げ
ることができた。
　ロック部材を兼用した固定機能付き電源コンタクト４を用いたので、固定機能付き電源
コンタクト４及び単純電源コンタクト５の厚さが大きくなったとしても、コネクタの芯数
を増やす必要はなくなると共に、ロック部材を省略した分、ハウジング１内のコンタクト
同士間のピッチを減じることができるので、コネクタのダウンサイジングを達成すること
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【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明に従うコネクタによれば、コネクタ全体の抵抗値を抑えつつ大電流を流す電源接
続機能と共に、接続対象物のハウジング内での仮固定を可能にする固定機能を兼備した電
源コンタクトを備えることで、コネクタのダウンサイジングを達成することができた。
【符号の説明】
【００７２】
１　　　ハウジング
２、３　信号コンタクト
４　　　固定機能付き電源コンタクト
５　　　単純電源コンタクト
６　　　押圧部材
１１　　嵌合口
４１　　電源接続脚部
４１ａ　接触部
４２　　係止脚部
４２ａ　係止部
４２ｂ　対向接触部
４３　　押受脚部
４３ａ　押受部
４３ｂ　突出部
４４　　接続脚部
４４ａ　接続部
４５　　連結脚部
４５ａ　連結部
４６　　圧入固定部
５１　　電源接続脚部
５１ａ　接触部
５２　　押受脚部
５２ａ　押受部
５３　　接続脚部
５３ａ　接続部
５４　　連結脚部
５４ａ　連結部
６１　　押圧部
Ｆ　　　接続対象物
Ｆ１　　被係止部
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